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医
療
機
関
で
支
払
っ
た
自
己
負

担
額
が
一
定
の
限
度
額
を
超
え
た

場
合
、
申
請
に
よ
り
高
額
療
養
費

と
し
て
後
か
ら
払
い
戻
し
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。自
己
負
担
額

は
暦
月
（
1
日
〜
末
日
）
ご
と
、
医

療
機
関
ご
と
に
計
算
し
ま
す
。

　
　

な
お
、
自
己
負
担
限
度
額
は
69

歳
以
下
の
人
と
、
70
歳
以
上
74
歳

以
下
の
人
で
異
な
り
ま
す
の
で
、詳

細
は
市
民
保
険
課
国
保
係
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　

払
い
戻
し
に
該
当
す
る
世
帯
に

は
、
診
療
月
の
２
カ
月
後
下
旬
に

申
請
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

※
申
請
に
は
、領
収
書
が
必
要
で
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

■
医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な

と
き
は
、認
定
証
が
あ
れ
ば
窓
口

負
担
が
軽
減
で
き
ま
す
！

　
　

医
療
費
が
高
額
に
な
る
と
き
、

自
己
負
担
す
る
医
療
費
は
法
律

に
よ
り
限
度
額
が
決
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　
　

医
療
機
関
で
の
支
払
方
法
は
、

限
度
額
以
上
の
医
療
費
を
一
旦
支

払
い
、払
い
す
ぎ
た
医
療
費
が
後
で

払
い
戻
さ
れ
る「
高
額
療
養
費
制

度
」と
、事
前
に
認
定
証
を
取
得
し

て
、限
度
額
ま
で
の
支
払
い
を
す
る

方
法
と
２
つ
あ
り
ま
す
。

　　

ま
た
、限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
（
住
民
税
非
課
税

世
帯
）の
方
の
み
、入
院
時
の
食
事

代
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
75
歳
以
上
の
方
は
、
次
の
認
定

証
の
交
付
を
受
け
医
療
機
関
の
窓

口
で
提
示
す
る
こ
と
で
、
支
払
額

を
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に
抑
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す 

①
住
民
税
が
課
税
世
帯
の
う
ち
３

割
負
担
の
人
（
課
税
所
得
145
万
円

以
上
690
万
円
未
満
の
人
）…

「
限
度
額
適
用
認
定
証
／
紫
色
」

②
住
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
人…

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
／
ク
リ
ー
ム
色
」

※

①
・
②
に
該
当
し
な
い
住
民
税
課
税
世

帯
の
人
は
、
限
度
額
適
用
認
定
証
の
発
行

は
あ
り
ま
せ
ん
。な
お
、後
期
高
齢
者
医
療

の
方
は
更
新
申
請
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

■
限
度
額
以
上
の
医
療
費
を
支

払
っ
た
場
合

　
　

払
い
す
ぎ
た
医
療
費
が
、
高
知

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
後
日
給
付
さ
れ
ま
す
。
口
座

未
登
録
の
方
の
み
申
請
書
が
送
付

さ
れ
ま
す
の
で
、
市
役
所
市
民
保

険
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

■
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

　
　

現
況
届
に
よ
り
８
月
１
日
現
在

の
世
帯
の
状
況
や
前
年
分
の
所
得

等
を
確
認
し
、
11
月
分
か
ら
翌
年

10
月
分
ま
で
の
手
当
額
を
決
定
し

ま
す
。
現
況
届
の
提
出
が
２
年
間

な
い
場
合
は
受
給
権
を
失
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
手
当
の
受
給
か
ら
５
年

を
経
過
す
る
等
の
要
件
に
該
当
し

て
い
る
方
に
は
、「
一
部
支
給
停
止

適
用
除
外
事
由
届
出
書
」（
緑
色

の
用
紙
）を
６
月
末
に
お
送
り
し
て

ま
す
の
で
、
必
要
な
書
類
を
添
付

し
、
現
況
届
と
一
緒
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
郵
送
、代
理
人
に
よ
る
提
出
は
で
き
ま
せ
ん

■
現
況
届
の
提
出
期
限

　　
８
月
31
日（
月
）

■
提
出
先　

市
民
保
険
課

※
令
和
２
年
度
か
ら
、
児
童
扶
養
手
当
の

担
当
課
が
福
祉
事
務
所
か
ら
市
民
保
険
課

に
変
更
に
な
り
ま
し
た
。な
お
、支
所
で
の

現
況
届
の
提
出
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
受
給
者
の
方
へ
の
お
願
い

　
　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や

か
に
届
け
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

①
認
定
を
受
け
て
い
る
本
人
や
児

童
が
公
的
年
金
を
受
け
る
よ
う
に

な
っ
た

②
所
得
の
高
い
扶
養
義
務
者
と
別

居
ま
た
は
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た

③
児
童
が
養
子
縁
組
を
し
た

④
婚
姻
は
し
て
い
な
い
が
異
性
と

同
居
し
て
い
る
、ま
た
は
定
期
的
な

訪
問
が
あ
る（
資
格
喪
失
と
な
り

ま
す
）

※
万
が
一
届
け
出
が
遅
れ
た
り
、
不
正
な

手
段
で
手
当
を
受
給
し
た
り
し
た
場
合
は
、

手
当
を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　　
こ
れ
ま
で
公
的
年
金
等
を
受
給

し
て
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
は
、年
金

等
の
金
額
が
児
童
扶
養
手
当
額
よ

り
低
い
場
合
に
限
り
、そ
の
差
額
分

の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

ま
し
た
。し
か
し
、障
害
年
金
を
受

給
し
て
い
る
家
庭
は
就
労
が
難
し

い
こ
と
を
考
慮
し
、令
和
３
年
３
月

分
か
ら
児
童
扶
養
手
当
の
額
と
障

害
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の
額
と

の
差
額
を
、
児
童
扶
養
手
当
と
し

て
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

　　

す
で
に
児
童
扶
養
手
当
受
給
資

格
者
と
し
て
認
定
を
受
け
て
い
る

場
合
は
、
原
則
と
し
て
申
請
は
不

要
で
す
が
、そ
れ
以
外
の
方
は
お

手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、詳
細
に

つ
い
て
は
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
●　

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

で
、新
た
に
令
和
３
年
３
月
１
日
に

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要
件
を
満

た
す
場
合
は
、
令
和
３
年
６
月
30

日
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
令
和
３
年

３
月
分
の
手
当
か
ら
受
給
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
●　

障
害
年
金
以
外
の
公
的
年
金
等

（
遺
族
年
金
、老
齢
年
金
、労
災
年

金
、遺
族
補
償
な
ど
）を
受
け
て
い

る
場
合
は
、こ
れ
ま
で
と
同
様
に
公

的
年
金
等
の
額
が
児
童
扶
養
手
当

額
よ
り
低
い
場
合
の
み
、そ
の
差
額

分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

確
認
い
た
だ
く
か
、
市
民
保
険
課

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

　
　
「
児
童
扶
養
手
当
」と「
公
的
年

金
等
」の
両
方
を
受
給
す
る
場
合

は
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
　

公
的
年
金
等
（
遺
族
年
金
、
障

害
年
金
、老
齢
年
金
、労
災
年
金
、

遺
族
補
償
な
ど
）
を
受
給
す
る
場

合
は
、
児
童
扶
養
手
当
額
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　　

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

は
、
令
和
３
年
３
月
分
（
令
和
３
年

５
月
支
払
い
）か
ら
、児
童
扶
養
手

当
の
額
と
障
害
年
金
の
子
の
加
算

部
分
の
額
と
の
差
額
を
、
児
童
扶

養
手
当
と
し
て
受
給
で
き
ま
す
。そ

の
た
め
、次
の
手
続
き
を
必
ず
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

▼
公
的
年
金
等
を
新
た
に
受
給
す

る
場
合
…
速
や
か
に
市
民
保
険
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
必
要
な
手
続
き
…
次
の
書
類
の

提
出
が
必
要
で
す
。

　
●　

公
的
年
金
給
付
等
受
給
状
況
届

　
●　

公
的
年
金
給
付
等
受
給
証
明
書

（
年
金
証
書
、
年
金
決
定
通
知
書

で
も
可
）

※
公
的
年
金
等
が
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

給
付
さ
れ
る
場
合
や
、
公
的
年
金
を
受
給

し
香
南
市
へ
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
は
、

過
去
に
受
給
し
た
児
童
扶
養
手
当
の
返
還

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、早

め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

夜
須
の
メ
ロ
ン
、
市
外
で
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
！
美
味
し
い
の
で
、
ぜ
ひ
沢
山
の
方
に
食
べ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

移
転
し
て
期
間
が
短
い
の
も
あ
り
、
ご
み
の
出
し
方
に
迷
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
月
（
７
月
号
）
の
よ
う
に
写
真
で
具
体
的
に
教
え
て
も
ら
う
と
あ
り
が
た
い
で
す
。

広

報

へ

の

ご

意

見

W
福 祉

W e l f a r e

福 祉

　
　

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
の

　
　

受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

　
　

障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る

　
　

ひ
と
り
親
家
庭
の
方
へ

　　
児
童
扶
養
手
当
を

　　
受
給
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　
　
　
　

高
額
医
療
費
の

　
　
　
　

支
給
申
請
に
つ
い
て

◆定員／８人

◆講師／  西峯　久美さん（工房SOMEYA）

◆持ち物／  エプロン・厚手ゴム手袋・持ち帰り用袋・ボ

　ウルまたは洗面器（汚れても良いもの）・マスク着用

◆対象／高校生以上で香南市在住、在勤、在学の方　

　※８月１４日（金）までに定員に達しない場合は市外の方も可

◆受講料／１，６００円　◆申込み締切り／９月９日（水）

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中止また

　は日程・内容等が変更となる場合があります

■申込み・問い合わせ／夜須公民館　☎５４-２１２１

沈殿藍を使い、

木綿のストールを

藍染めします♪

10月入学出願期間
インターネットで

資料請求・出願できます。
放送大学 検索

ちっくと学んでみんかえ、まっこと身になるちや！！

放送大学高知学習センター
〒７８０ー８０７２
高知市曙町２ｰ５１ー（高知大学内）

■学士、修士、博士の学位が取得できます。
■教養学部への入学には入学試験がありません。
■臨床心理士の受験資格や認定心理士の資格に必要な単位を取得できます。
■授業料１科目（２単位）１１，０００円（教材費を含む）から学べます。
■ＢＳデジタル放送やインターネットの環境が自宅にない方でも学習センターで学べます。

第1回募集 　 　 受 付 中 　　～2020年8月31日（月）

第2回募集 2020年9月1日（火）～2020年9月15日（火）

広告

　　ストリングアートとは、木製

の板に釘を打ち、その釘を利

用して糸をひっかけて絵を描

いていくアートのことです。

　　作り方は、作りたい絵の形を描き、その並びに釘を打っ

たらあとは好きなように紐を使って絵を描くだけです。スト

リングアートは描きたい絵の部分を糸で埋めるのが主流

ですが、逆に描きたい部分以外を埋めることもできます。

●講師／岡村　美香　　　　●定員／８人

●持ち物／コンパス　　※マスク着用でお越しください

●参加費／１,１００円　　　　●申込み締切り／９月４日（金）

●申込み・問い合わせ／香南市中央公民館　☎５６-１０５６

S
高齢者高齢者

senior citizen

　
　

７５
歳
以
上
（
後
期
高
齢
者
）

　
　

の
方
の
医
療
費
に
つ
い
て

N
国 保

national
health insurance

国 保

①限度額適用認定証②限度額適用・標準
　負担額減額認定証

草木染め教室
９／１９（土）１３:３０～1５:３０日程

夜須公民館　２階

調理実習室
場所

● 夜 須 公 民 館の催し案 内 ●

９月１３月（日）１０：００～１２：００日 時

のいちふれあいセンター　３階　学習室場 所

ストリ アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア ト体験ストリングアート体験
香南市

中央公
民館

 の催し案
内

15２０２０.８ 14 ２０２０.８


